
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に

必
要
な
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
日 

広
島
県
知
事 
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英 
 

彦

広
島
県
条
例
第
五
十
号 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
移
動
等
円
滑

化
の
た
め
に
必
要
な
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

 

（
趣
旨
）

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
交
通
安
全

特
定
事
業
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
定
義
）

第
二
条 

こ
の
条
例
で
使
用
す
る
用
語
は
、
法
及
び
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
で

使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

 

（
信
号
機
に
関
す
る
基
準
）

第
三
条 

信
号
機
に
関
す
る
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
信
号
機
が
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
信
号
機
で
あ
る
こ
と
又
は
信
号
機
を
設
置
す
る
場
所
に
お
い
て
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
信
号
機
と
一
体
的
に
交
通
整
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
信
号
機
で
あ
る
こ

と
と
す
る
。

一 

人
の
形
の
記
号
を
有
す
る
青
色
の
灯
火
、
人
の
形
の
記
号
を
有
す
る
青
色
の
灯
火
の
点
滅
又
は
人

の
形
の
記
号
を
有
す
る
赤
色
の
灯
火
の
信
号
を
表
示
す
る
信
号
機
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

イ 

人
の
形
の
記
号
を
有
す
る
青
色
の
灯
火
の
信
号
（
以
下
「
歩
行
者
用
青
信
号
」
と
い
う
。
）
に

従
っ
て
道
路
を
横
断
し
、
又
は
横
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
視
覚
障
害
者
に
対
し
、
歩
行
者
用
青
信

号
の
表
示
を
開
始
し
た
こ
と
又
は
当
該
表
示
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
伝
達
す
る
た
め
の
音
響
を

発
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

ロ 

歩
行
者
用
青
信
号
の
表
示
を
開
始
し
た
時
に
当
該
信
号
に
従
っ
て
道
路
の
横
断
を
始
め
た
高
齢

者
、
障
害
者
等
が
そ
の
横
断
を
終
わ
る
た
め
通
常
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
時
間
内
に
人
の
形
の
記

号
を
有
す
る
赤
色
の
灯
火
の
信
号
の
表
示
を
開
始
し
な
い
も
の

ハ 

歩
行
者
用
青
信
号
が
表
示
さ
れ
た
時
に
お
い
て
、
当
該
表
示
が
終
了
す
る
ま
で
の
時
間
を
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

二 

交
差
点
に
お
い
て
他
の
信
号
機
と
一
体
的
に
交
通
整
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
信
号
機
で
あ
っ
て
、



歩
行
者
用
青
信
号
に
従
っ
て
歩
行
者
又
は
自
転
車
が
道
路
を
横
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
信
号
機
及
び
当
該
他
の
信
号
機
の
い
ず
れ
も
が
、
車
両
又
は
路
面
電
車
（
交
差
点
に
お
い

て
既
に
左
折
又
は
右
折
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
が
当
該
道
路
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
な
る
信
号
を
表
示
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の

 

（
道
路
標
識
に
関
す
る
基
準
）

第
四
条 

道
路
標
識
に
関
す
る
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
基
準
は
、
反
射
材
料
を
用
い
、

又
は
夜
間
照
明
装
置
を
施
し
た
道
路
標
識
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

 

（
道
路
標
示
に
関
す
る
基
準
）

第
五
条 

道
路
標
示
に
関
す
る
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
道
路
標
示
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一 

反
射
材
料
を
用
い
、
又
は
反
射
装
置
を
施
し
た
道
路
標
示

二 

横
断
歩
道
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
道
路
標
示
で
あ
っ
て
、
視
覚
障
害
者
の
誘
導
を
行
う
た
め
の

線
状
又
は
点
状
の
突
起
が
設
け
ら
れ
た
も
の

 
 

 

附 

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


